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令和３年度 資金不足比率審査意見書

（ 病院事業会計 ）

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和４年８月３日から令和４年８月 10 日まで

３ 審査の概要

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。

４ 審査の結果

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

資金不足比率については、次のとおり。

５ 意見

病院事業会計における令和３年度の決算では、資金不足の発生はなく本

比率は該当しない。

比率名 令和３年度 令和２年度 経営健全化基準

① 資 金 不 足 比 率 ― (％) 0.6 (％ ) 20.0 (％)
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令和３年度 資金不足比率審査意見書

（ 下水道事業会計 ）

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和４年８月３日から令和４年８月 10 日まで

３ 審査の概要

審査に当たっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。

４ 審査の結果

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

資金不足比率については、次のとおり。

５ 意見

下水道事業会計における令和３年度の決算では、資金不足の発生はなく

本比率は該当しない。

比率名 令和３年度 令和２年度 経営健全化基準

① 資 金 不 足 比 率 ― (％) ― (％) 20.0 (％)


